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第２部 環境の現況と対策

第１章 環境保全施策の総合的・計画的推進

第１節 環境管理施策の推進

１ 徳島県環境基本条例

都市・生活型環境問題、地球環境問題、自然環境問題など、今日の複雑で多様化した環境問題は、大量生産・大

量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活の利便性の追求がもたらしたものであり、私たちの日常生活や通常の事

業活動が主な原因となっています。

このため、従来からの環境関連法令による規制や行政主導型施策のみでは、十分に対応することが困難となって

おり、その解決には、社会経済活動のあり方そのものを環境への負荷が少ないものに転換していくことが不可欠で

あり、問題の性質に応じて、多様な政策手法を組み合わせて、総合的に進めていく必要があります。

また、行政のみでなく、事業者や県民の皆様など、すべての者が、それぞれの役割に応じて、自らの日常生活や

通常の事業活動を見直し、自主的かつ積極的に、環境の保全さらには創造に取り組むことが求められています。

国では、こうしたことに対処するため、地球環境時代の環境施策の新しい基本理念や政策手法を示した環境基本

法が制定され、また、これを受けた環境基本計画が策定されています。

一方、徳島県でも、環境行政全般に及ぶ総合計画である徳島環境プランを策定し、この推進に努めてきたところ

ですが、あらゆる者の主体的な参画を図り、環境施策をより実効性のあるものにするため、平成１１年３月に徳島県

環境基本条例を制定しました。

この条例は、環境保全について、①基本理念、②県、市町村、事業者、県民の責務、③施策の基本となる事項を

定めたものであり、基本理念として、

� 人と自然との共生

� 持続的発展が可能な社会の構築

� 地球環境保全に向けた地域の取り組み

の３つを掲げています。

また、基本理念にのっとり、県は基本的・総合的な環境施策の策定・実施、市町村は自然的社会的条件に応じた

環境施策の策定・実施、事業者や県民は事業活動や日常生活において環境の保全に努めることなどを定めています。

さらに、こうした基本的な考え方の下で、これまでの中心であった規制的手法に加え、以下のような環境保全に

関する多様な施策を条例に位置付け、積極的に推進することとしています。

� 施策の策定・実施に当たっての、環境の保全・創造への配慮

� 事業者が、開発事業等が環境に及ぼす影響について自ら調査等を行い、環境の保全に適正に配慮する環境影

響評価制度の推進

� 公害の防止、自然環境の保全、その他環境の保全上の支障の防止のための規制等の措置

� 県民等による環境への負荷の低減に資する施設整備等の誘導の措置

� 施設の整備等の推進

� 水質汚濁負荷の低減、水源かん養機能の向上、人と自然のふれ合いの場の確保等による良好な水環境の保全

・創造

	 森林・緑地の保全、緑化の推進など


 地域の環境の特性に配慮した良好な景観の形成、歴史的文化的遺産の保全

� 県民等による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量の促進

� 事業者が行う環境管理の促進等

 県民等の自発的な活動の促進等
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環境基本条例の体系は……

環境基本条例は、条例の目的、健全で恵み豊かな環境の保全及び創造のための基本理念、行政・事業者・県民の

各主体の責務、を明らかにするとともに、環境の保全・創造施策を総合的・計画的に推進するための環境基本計画、

環境の保全・創造のための主要な施策、地球環境保全・国際協力の推進に関することを示すほか、施策の推進体制

の整備などについて定めています。
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２ 徳島環境プランの推進

本県の環境行政の総合的・計画的な推進を図るため、平成７年６月に策定された「徳島環境プラン」は、徳島県

環境基本条例第１０条に基づく環境基本計画に相当するものとして位置づけられています。また、平成８年２月には、

プランの策定に際し、県内の環境の現況を総合的に調査した結果を「資料編」として整理されています。

� 内 容

徳島環境プランは、環境基本法第３６条の趣旨に沿って策定された計画であり、徳島県全域を対象とし、２１世紀

第１四半期を展望した長期的目標として、次の３つの基本目標を示すとともに、２００５年（平成１７年）までの体系

化した施策を７つの施策群に分類して明らかにしています。

� 推進体制等

プラン策定日と同日に、徳島県環境対策推進本部（本部長：副知事、各部長等で構成）を設置し、同プランに

基づき環境施策を全庁的、総合的に推進しています。また、平成１２年２月には、県本庁舎を対象に環境マネジメ

ントシステムの国際的な規格であるＩＳＯ１４００１の認証を取得し、主要な環境施策の計画的な推進を図っています。

平成１４年度からは、関係出先機関での運用を開始し、平成１５年２月、認証範囲の拡大変更が認められました。

� 環境施策の展開

プラン策定以降の本県の環境関連事業の状況を見ると、年度間の増減は見られるものの、予算総額、事業件数

（当初予算ベース）ともに増加してきており、環境施策の充実が図られています。

ア 予算総額及び事業件数の状況

予算総額では、平成８年度の約１１３億円に比べ、平成１２年度までは１２０億円前後で推移しています。平成１３年

度は、生活排水対策（浄化槽維持管理）、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシン対策、港湾環境整備事業

などの事業費の増加により、平成８年度比で５１．３％の増加となっています。

また、事業件数では、平成１１年度には１２２件に増加し、以後は概ね１１０～１２０件で推移しています。

図２―１―１ 主な環境関連施策の予算額の推移 図２―１―２ 主要な環境関連施策の事業件数の推移

○「環境」と「地域経済」との統合（Sustainable Developmentの概念）
○適切な環境資源の保全と継承（Wise Useの概念）
○地球環境市民としての取り組み（Think Globally、Act Locallyの概念）

＜３つの基本目標＞

①自然環境の保全と活用 ⑤地球環境保全への貢献
②健康保護及び生活環境の保全 ⑥環境保全・創造に向けての基盤強化
③特色ある魅力的な住みよい環境づくり ⑦環境に配慮した生活・事業活動等の確立
④資源循環型社会の構築

＜７つの施策群＞
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イ 施策群別の状況

予算額ベースでは、施策群②及び③が全体の約９割を占めています。これは、施策群②が生活環境及び廃棄

物対策など広範にわたること、施策群③が緑や水辺空間の整備、都市や農山漁村のアメニティなどハード事業

が比較的多いことが主な要因です。

一方、事業件数ベースでも、施策群②及び③が全体の６割程度を占めており、次いで施策群①が２割程度、

施策群⑥が１割程度となっています。また、施策群④及び⑤については、循環型社会の構築や地球環境問題へ

の関心の高まりを受けて増加傾向にあります。

ウ 平成１４年度当初予算の状況

平成１４年度の当初予算における主要な環境関連事業は、全体で１１４件、１５，９８４百万円となっており、主な事

業を施策群別に示すと次のとおりとなっています。

① 自然環境の保全と活用（２２件：１，０２２百万円）

�剣山山頂特殊植物保全事業（２，３００千円／自然共生室）

�ふるさと自然ネットワーク整備事業（５，０００千円／自然共生室）

�環境保全型農業支援事業（２７，５００千円／農林水産政策課）

�水土保全林整備事業（７１６，４７５千円／森林整備課）

② 健康保護及び生活環境の保全（３２件：６，８２５百万円）

�水質汚濁対策費（１０４，５１７千円／環境管理課）

�一般廃棄物処理施設整備指導事業（１５９，１６０千円／廃棄物対策課）

�ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正処理推進事業（１３，０００千円／廃棄物対策課）

�集落排水整備関連事業費（農・林・漁）（６９６，６７４千円／農山村整備課・森林整備課・水産課）

�公共下水道・流域下水道整備関連事業費（３，６８０，６２０千円／下水道課）

③ 特色ある魅力的な住みよい環境づくり（３２件：６，９４５百万円）

�自然公園等維持・整備関連事業費（５４，５６８千円／自然共生室）

�水環境整備事業（８４，９９９千円／農地整備課）

�２１世紀水と緑の農村づくり事業（１０，０００千円／農山村整備課）

�土木環境共生事業（１，０４１，５００千円／建設管理課）

④ 資源循環型社会の構築（９件：１８４百万円）

�廃棄物ゼロ社会づくり推進事業（３９，３００千円／循環型社会推進課）

�省エネルギー普及啓発事業（４，３３５千円／循環型社会推進課）

�農業生産資材廃棄物処理適正化事業（２４，０００千円／農業経営課）

⑤ 地球環境保全への貢献（６件：８１３百万円）

�地球環境保全対策推進事業（１９，０００千円／循環型社会推進課）

�風力発電事業（１２，６２８千円／企業局電力課）

⑥ 環境保全・創造に向けての基盤強化（１２件：１８４百万円）

�徳島県環境基本計画策定事業（１２，５００千円／循環型社会推進課）

�環境学習・活動等推進事業（７，６５７千円／循環型社会推進課）

�アドプトプログラム県民運動推進費（１，８００千円／県民環境政策課）

�中小企業環境対応支援事業（６，０００千円／産業振興課）

�地球にやさしい環境教育推進事業（５，５００千円／学校教育課）

⑦ 環境に配慮した生活・事業活動等の確立（１件：１１百万円）

�徳島県環境マネジメント推進事業（１０，７００千円／循環型社会推進課）
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３ 地域開発環境配慮ガイドラインによる誘導

県では平成５年３月に策定された地域開発環境配慮ガイドラインにより開発行為に際しての環境配慮についての

誘導を行っています。

このガイドラインでは、

� 徳島県環境影響評価要綱の対象事業

� 徳島県土地利用指導要綱第５条に定める面積１０ha以上の開発行為に該当する事業

に該当する開発行為を対象とし、それ以外の事業についてもこのガイドラインに準じて可能な限り配慮を行うこと

が望ましいとしています。

その内容は、第Ⅱ章では、自然環境として動植物を対象に生息状況について、５段階の自然環境評価と分布、ま

た天然記念物や絶滅危機動物など、貴重な自然環境についての分布を抽出し図示するとともに、生活環境の概況に

ついての把握を行っています。

一方、第Ⅲ章では、環境に関する県民意識調査から、環境に対する県民のイメージを探るための調査を行ってい

ます。

これを基に、第Ⅳ章では、環境の保全目標を設定しています。自然環境については、各ランクごとに保全目標を、

また、貴重な自然が存在する地域においては、それ独自の保全目標を設定しています。

これらを基に、環境に対する９つの環境項目別配慮事項を述べています。

�表２―１―１ 地域開発環境配慮ガイドラインの保全目標

４ 環境情報システムの運用

本県では、平成４年度に、自然環境、社会・経済、公害、生活環境などの情報をデータとしてシステムに蓄積し、

これらの検索や解析をして、地図やグラフなどの形で出力する環境情報システムを開発しています。また、このシ

ステムでは、大気、水質、騒音、振動について、工場などから発生する負荷量などの必要な事項を入力することに

よって、開発などによる環境の変化についての簡単な予測を行うことも可能で、開発計画への利用や住民の利用等

に役立つものと期待されています。

環境情報システムは次のような構成になっています。（図２―１―３）

評価ランク 呼 称 保 全 目 標

Ⅳ・Ⅴ 自然の豊かな地域
この地域のうち、自然度の特に高い植生、貴重な動植物、良好な自然景観
が存在する地域においては、開発行為は極力さけるよう努める。

Ⅲ 半自然区域

この区域において開発行為を行う場合は次の点に留意し、自然をできる限
り保護しながら行う。
�自然環境の改変はできる限り少なくするよう努める。
�開発行為の実施後においては、緑化に努めるなど周辺の自然環境との調和
に配慮する。

Ⅱ・Ⅰ 都市及びその周辺区域
この地域に残された自然環境については、必要な保護措置に配慮しながら
活用を図る。

特に貴重な自然についての保全目標

特に貴重な動植物、優れた自然景観、特異な地質や地形については、十分
な保護措置を講じ、これら貴重な自然を将来にわたって失うことのないよう
配慮する。
また、特に貴重な自然の周辺地域を開発する場合には、その貴重な自然を
維持できると考えられる範囲の自然をできるだけ残存させる。
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図２―１―３ 環境情報システムの構成

また、環境情報システムは、次の項目のデータが入っています。（表２―１―２）

�表２―１―２ 環境情報システムのデータ

環境情報システム 表 示 シ ス テ ム メ ッ シ ュ 環 境 情 報 図

点データ・線データ環境情報図

解析・予測システム 大 気 予 測 シ ス テ ム

水 質 予 測 シ ス テ ム

騒 音 予 測 シ ス テ ム

振 動 予 測 シ ス テ ム

統 計 シ ス テ ム 統 計 解 析 シ ス テ ム

編 集 シ ス テ ム メ ッ シ ュ デ ー タ の 編 集

大気・水質データの変換

大分類 中分類 小 分 類

気 候 気 象
気 温

降水量

地 勢

地 勢

標 高

地形分類

断層分布図 など

防 災

地滑り防止区域

砂防指定地

急傾斜地危険区域 など

海 岸

自然海岸距離率

人工海岸距離率

汀線区分

自 然 ・
文化環境

植 物

特定植物群落

藻 場

現存植生図 など

動 物

大型ほ乳類

鳥 類

昆虫類 など

自然保全
国有林

保安林 など

文 化 財

史跡・名勝・天然記念物

埋蔵文化財包蔵地

重要伝統的建造物

大分類 中分類 小 分 類

社会経済

人 口 総人口 など

産 業 総事業所数 など

交 通
交通量

道 路 など

土地利用
都市計画区域

土地利用図 など

公 害 ・
生活環境

大気汚染
ＳＯｘ濃度

ＮＯｘ濃度 など

水質汚濁
ＢＯＤ濃度

ＣＯＤ濃度 など

騒 音 騒音規制地域

振 動 振動規制地域

悪 臭 悪臭規制地域

水 道 水道箇所

苦情件数 苦情発生件数
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５ 環境に配慮した事業活動の促進

地球環境問題、廃棄物問題等の解決に向け、環境への負荷や社会経済活動に及ぼす影響の度合いからも事業者の

果たす役割は非常に大きいと考えられます。

このため、事業者が、法令等の規制基準の遵守に止まらず自発的に環境保全の目標、方針、計画等を定め、それ

らの達成状況を検証し、必要な是正の措置を講ずるなど、一連の取組を実施する「環境管理」を行うことは、環境

への負荷の少ない持続的に発展可能な社会を構築する上で有効な手法であります。

こうしたことから、まず県は、自身が大規模な事業主体であり、率先して環境に配慮した事業活動を行うことで

市町村・事業者の同様な行動を誘発することが期待できるとの認識のもと、自らの事務・事業に伴う環境への負荷

の低減に向けた具体的な取組・目標等を定めた「エコオフィスとくしま・県率先行動計画」を策定（平成８年９月

策定。１２年８月見直し。）・推進し、環境管理を図ってきたところです。

これをさらに前進させるため、本庁において実施する全ての事務・事業を対象として、国際規格であるＩＳＯ１４００１

環境管理システムを導入（平成１２年２月２２日認証取得）しています。平成１４年度においては、出先機関への展開を

始めました。

次に、市町村については、地球温暖化対策推進法が平成１１年４月から全面施行されたことに伴い、自らの事務・

事業に係る温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画（実行計画）の策定が義務付けられたことから、

各市町村において策定作業が進められ、環境管理への取組が進んでいます。（４７市町村で策定済み。）

県では、平成１２年度において市町村が実行計画をスムーズに策定できるよう本格的に説明会・研修会を開催しま

した。

また、ＩＳＯ１４００１環境管理システムの導入に向けた取組を検討する市町村もあり、県では自らの認証取得時に得

られたノウハウや県を含むＩＳＯに関する情報の提供、個別指導、研究会の開催など、ＩＳＯ１４００１の普及・支援を

行うこととしています。

さらに、事業者に対しては、温室効果ガス（二酸化炭素）や廃棄物の排出削減などを中心とする環境管理を促進

するための事業活動環境チェック運動を展開しました。説明会や簡易な環境管理の手法を示す「環境活動評価プロ

グラム」を活用した環境行動計画の作成に向けた研修等を実施し、平成１２年度は３事業所が計画を作成・公表しま

した。

また、県内の中小企業のＩＳＯ１４００１の認証取得を支援するため、環境保全施設整備等資金による融資制度や認証

取得支援のためのアドバイザーの派遣制度を設けています。

平成１３年度においては、研修（基礎、内部監査員養成）の実施やシステム構築のための研究会の開催など、支援

強化を図りました。

なお、本県においては大企業を中心にＩＳＯ１４００１環境管理システムの導入が進められ、平成１４年１２月末現在では

７４事業者が認証取得しています。

環 境 方 針

１ 基本理念

物質的な豊かさを追求しすぎてきたこれまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や日常生活
をこのまま続けていけば、私たちのふるさと徳島は勿論、地球全体の環境は大きく悪化していきます。
私たち徳島県民には、この恵み豊かな徳島の環境を適切に保全するとともに、より質の高い環境を創造し、
将来の世代に引き継いでいく重要な使命があります。
今こそ、私たちは、地球的視野から環境問題を考え、自らのライフスタイルや活動を改めて見直し、身近に
できることから実行し、環境に与える影響をできるだけ少なくしていかなければなりません。
県では、このような考えのもと、「人と自然が共生する住みやすい徳島」の実現に向けて、徳島県環境基本
条例を制定し、これに基づく「徳島県環境基本計画」により、いろいろな環境保全・創造施策を総合的に進め
てきました。
また、自らも、県内最大規模の事業者・消費者としての立場から、県の事務・事業が環境に与える影響を少
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しでも低減できるよう「エコオフィスとくしま・県率先行動計画」を実施し、省資源・省エネルギー対策に取
り組んできました。
私は、こうした取り組みをさらに前進させるため、環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ１４００１

を活用し、県職員一人ひとりの力を結集して環境にやさしい行政運営を徹底していきます。
今後、環境自治体として、関係する法令を守ることはもとより、県民の皆様方ともども環境の保全・創造の
ため、なお一層取り組んでいくとともに、同様な取り組みを市町村や事業者にも呼び掛け、「クリーン＆グリ
ーンとくしま」づくりを進めていきます。

２ 基本方針
県は、基本理念をもとに、次の環境保全・創造の取り組みを推進し、環境影響の大きいものについては、環
境目的・環境目標を定め、定期的な見直しを行い、システムの継続的な改善を図ります。
� 「徳島県環境基本計画」に位置づけられた施策を積極的に推進し、徳島県環境基本条例の基本理念である
「人と自然との共生」、「持続的な発展が可能な社会の構築」及び「地球環境保全に向けた地域の取り組み」
の実現に取り組みます。

� 県庁舎で行う事務・事業が環境に与える影響を総合的に把握し、環境負荷の低減に取り組みます。
特に次の項目について重点的に推進します。
① 県庁舎におけるオフィス活動によって生じる環境負荷の低減
② 公共事業の執行に伴って生じる環境負荷の低減
県は、この環境方針を全職員に周知するとともに、広く公表します。

平成１４年５月７日
徳島県環境マネジメントシステム推進組織

環境管理総括者 徳島県知事 大 田 正

図２―１―４ 県の環境マネジメントシステムの枠組み
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第２節 環境影響評価の実施

環境影響評価（環境アセスメント）は、大規模な開発事業等の実施前に、事業者自らが環境影響について評価を行

い、環境保全に配慮する仕組みであり、環境アセスメントの推進は、環境悪化を未然に防止し、持続可能な社会を構

築していくための極めて重要な施策です。

わが国では、昭和５０年代に、「環境影響評価法」の制定に向けた努力がなされ、昭和５６年に法案が国会に提出され

ましたが、昭和５８年衆議院解散に伴って廃案となりました。廃案後、当面実効のある措置を講じるために、昭和５９年

８月に法案要綱をベースとして「環境影響評価実施要綱」が閣議決定され（閣議決定要綱）、これに基づき環境アセ

スメントが実施されてきました。また、この他に、港湾法、公有水面埋立法等の個別法、発電所の立地に関する通産

省省議決定等の行政指導等に基づき環境アセスメントが実施されてきました。

その後、平成５年の環境基本法の国会審議や環境基本計画で示され政府方針を踏まえ、平成６年７月から平成８年

６月にかけて、関係省庁が一体となって内外の環境影響評価制度の実施状況等に関する総合的な調査研究を実施しま

した。その結果を受け、平成８年６月２８日に内閣総理大臣から中央環境審議会に対し、「今後の環境影響評価制度の

在り方について」諮問が行われました。

中央環境審議会では、国民各界各層から意見聴取を行い、平成９年２月１０日に法制化に向けた答申を公表しました。

環境庁は、この答申に示された基本原則を受けて、政府部内の調整を行い、３月２８日には「環境影響評価法案」が閣

議決定され、国会に提出されました。

こうして、環境影響評価法は、平成９年５月６日に衆議院本会議において可決され、６月９日に参議院本会議にお

いて可決され成立し、６月１３日に公布されました。平成９年１２月３日に施行令、１２月１２日に環境影響評価に係る基本

的事項が公布され、平成１０年６月１２日に施行規則及び技術指針等を定めた主務省令が公布され、平成１１年６月１２日か

ら全面的に施行されました。

本県においても、平成４年８月２５日に徳島県環境影響評価要綱を告示し、平成５年２月１日から施行しています。

本県においては、先の個別法令、要綱等の規定に基づき実施されている各種事業等に係る環境影響評価について、環

境保全の立場から審査・指導・助言等を行っています。平成８年５月２９日に建設省所管事業に係る環境影響評価実施

要綱の一部が改正され、対象事業に堰の建設が追加されたことをかんがみ、平成９年２月１０日に徳島県環境影響評価

要綱を改正し、対象事業に堰の建設を追加しました。

また、国において環境影響評価法が定められたこと及び他県等において環境影響評価制度の見直し作業が進められ

ていること、並びに、本県においては「徳島環境プラン」や「徳島県新長期計画」において環境影響評価制度の見直

しを唱えていること、及び、平成１１年３月に公布された「徳島県環境基本条例」において環境影響評価の推進が打ち

出されていることから、平成１０年１１月４日に徳島県環境審議会に対し、「徳島県環境影響評価条例（仮称）のあり方

について」諮問を行い、平成１１年１１月１５日に同審議会から答申がなされました。

この答申を踏まえた条例案が、平成１２年２月議会で可決され、平成１２年３月２８日に「徳島県環境影響評価条例」が

制定され、公布しました。

平成１３年８月８日には対象事業の規模等を定めた「徳島県環境影響評価条例施行規則」を公布、平成１３年３月２７日

には環境影響評価及び事後調査についての技術的事項を定めた「徳島県環境影響評価技術指針」を告示し、平成１３年

３月２７日から徳島県環境影響評価条例を全面的に施行しました。
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第３節 土地利用対策の概要

１ 総合的な土地利用計画

国土の総合的かつ計画的な利用を図ることを目的として制定された国土利用計画法に基づき、本県においても総

合的な土地利用計画として、徳島県国土利用計画及び徳島県土地利用基本計画を策定しています。

� 国土利用計画

県土の利用に関する行政上の指針となるものとして、平成９年３月に平成１７年を目標年次とする徳島県国土利

用計画（第三次）を策定しました。

この計画は「県土の利用に関する基本構想」、「県土の利用区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要」、「目

標を達成するために必要な措置の概要」について定めています。

なお、第三次計画においては、少子化、高齢化の急速な進行、環境問題への関心及び県土の安全性に対する期

待の高まり等に対応して、土地需要の量的な調整と県土利用の質的向上を図ることを課題としています。

�表２―１―３ 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 （単位：ha、％）

 土地利用基本計画

徳島県土地利用基本計画は、国土利用計画

法に基づく土地取引規制及び遊休土地に関す

る措置、土地利用に関する他の諸法律に基づ

く開発行為の規制を実施するにあたっての基

本となる計画です。

すなわち、都市計画法、農業振興地域の整

備に関する法律、森林法、自然公園法等に基

づく諸計画に対する上位計画として行政部内

の総合調整機能を果たすとともに、土地取引

に関しては直接的に、開発行為については個

平 成 ４ 年 平 成 １７ 年
構 成 比

平 成 ４ 年 平 成 １７ 年

農 用 地 ３７，６７０ ３５，３９０ ９．１ ８．５

農 地
採 草 放 牧 地

３７，５００
１７０

３５，１９０
２００

９．１
０．０

８．５
０．０

森 林 ３１３，９００ ３１１，５９０ ７５．８ ７５．１

原 野 １，５２０ １，５１０ ０．４ ０．４

水 面 等 １６，２６０ １６，６４０ ３．９ ４．０

道 路 １０，５７０ １３，４２０ ２．６ ３．２

宅 地 １３，２００ １４，６１０ ３．２ ３．５

住 宅 地
工 業 用 地
そ の 他 の 宅 地

８，３７０
１，０５０
３，７８０

９，４００
１，４００
３，８１０

２．０
０．３
０．９

２．３
０．３
０．９

そ の 他 ２１，２１０ ２１，６１０ ５．１ ５．２

合 計 ４１４，３２０ ４１４，７６０ １００．０ １００．０

市 街 地 ５，２２０ ６，２７０ － －

区 分 面 積 県土面積に対する割合

都 市 地 域 ６２，２１５ １５．０

農 業 地 域 ２５７，８６９ ６２．２

森 林 地 域 ３２０，２９２ ７７．３

自然公園地域 ３９，６６３ ９．６

自然環境保全地域 ５９ ０．０

白 地 地 域 ５０３ ０．１

県 土 面 積 ４１４，５１０ １００．０

注 １．１０ha単位で整理している。
２．道路は、一般道及び農林道である。
３．市街地は、「国勢調査」の定義による人口集中地区である。平成４年の欄の市街地面積は、平成２年の国勢調査に
よる人口集中地区の面積である。

�表２―１―４ 五地域区分の面積（平成１４年４月現在）
（単位：ha、％）


 各区分が重複している地域があります。

－ 26 －－ 26 －



別規制法を通じて間接的に、それぞれ規制の基準としての役割を果たすものです。

この計画は、県土について都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然環境保全地域の五地域を表

示した「計画図」並びに五地域区分ごとの土地利用の原則、五地域区分の重複する地域における土地利用に関す

る調整指導方針を定めた「計画書」によって構成されています。

なお、五地域区分の面積は表２―１―４のとおりです。

２ 土地取引の規制

国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保の観点から土地取引について届出勧告制を設けています。

届出勧告制は周辺の土地利用上大きな影響力がある一定面積以上の土地取引について規制し、その波及効果によ

り適正かつ合理的な土地利用の実現を図ろうとするものです。

一定面積（市街化区域内では２，０００㎡、市街化区域を除く都市計画区域では５，０００㎡、都市計画区域外の区域では

１０，０００㎡）以上の一団地の土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者（譲受人）は、契約の締結後２週間

以内に、当該土地の所在する市町村の長を経由して、知事にその契約の内容を届け出るよう義務づけています。知

事はこの届出に係る土地の利用目的が不適当な場合には、利用目的の変更を行うよう勧告し、勧告に従わない場合

は公表することができるものとされています。

平成１３年度の土地売買等の届出の処理状況は、表２―１―５のとおりです。

�表２―１―５ 土地売買等の届出の処理状況 （単位：㎡）

３ 大規模開発行為

県土の無秩序な開発を防止し、県民の安全で良好な地域環境の確保と県土の均等ある発展を図るため、民間が行

う一定面積以上の開発行為については、昭和４８年８月１日から「徳島県土地利用指導要綱」を定めて指導を行って

きました。

徳島県土地利用指導要綱では、一定面積（市街化区域５，０００㎡、その他の区域１０，０００㎡）以上の土地の形質の変

更を伴う開発に際し、開発者は事前に当該土地の所在する市町村の長を通じて県知事に対して開発協議を行い、開

発承認を得た上で適正な開発を行うことを求めています。

これらの開発協議に対応し、土地利用指導要綱の適正な運用を図るため、庁内に徳島県土地利用対策会議を設置

し、毎月１回の定例会を開催し、開発協議の内容等について調査審議し適正な開発指導に努めています。

なお、平成１３年度の要綱に基づく開発協議の処理状況は、表２―１―６のとおりです。

利 用 区 分
届 出

処 理 状 況

不 勧 告 勧 告 取 下 げ 公 表

件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積

住 宅 団 地 ８
件

１８，４５８
㎡

８
件

１８，４５８
㎡

０
件

０
㎡

０
件

０
㎡

０
件

０
㎡

生産施設（工場等） ５ ８０，２６４ ５ ８０，２６４ ０ ０ ０ ０ ０ ０

商 業 施 設 １ ３，４６９ １ ３，４６９ ０ ０ ０ ０ ０ ０

レ ジ ャ ー 施 設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ゴ ル フ 場 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

林 業 １０ ５，０９１，３３５ １０ ５，０９１，３３５ ０ ０ ０ ０ ０ ０

農 業 畜 産 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

そ の 他 ３５ ５，４４４，２５１ ３５ ５，４４４，２５１ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ５９ １０，６３７，７７７ ５９ １０，６３７，７７７ ０ ０ ０ ０ ０ ０
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�表２―１―６ 要綱に基づく開発行為協議の処理状況 （単位：㎡）

第４節 環境保全活動及び普及啓発の推進

１ とくしま環境県民会議

徳島県環境基本条例の基本理念を踏まえ、平成１２年１月２９日に「人と自然とが共生する住みやすい徳島」を実現

するために、県民、事業者、行政の各主体が緊密な連携及び協力のもとで、それぞれの役割に応じて積極的かつ主

体的に環境負荷の低減に向けた行動を実践することを目的として、「とくしま環境県民会議」が設立されました。

また、設立総会において、県民一人ひとりが、それぞれの役割に応じて積極的に取り組むことを宣言する「とく

しま環境宣言」が採択されました。

とくしま環境県民会議の概要については、次のとおりです。

� とくしま環境県民会議の組織

会員数 １２０

市民・民間団体等 ２４

事業者・事業者団体等 ２２

マスコミ等 ４

行政機関 ６６

学識経験者 ４

利 用 区 分
協 議

処 理 状 況

承 認 取 下 げ 審 査 中

件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積

工 場 用 地 ０
件 ０．００

㎡
０
件 ０．００

㎡
－
件 －

㎡
－
件 －

㎡

住 宅 用 地 ５ １１４，４７７．７７ ５ １１４，４７７．７７ － － － －

砂 利 岩 石 採 取 ２ ２６２，４４６．００ ２ ２６２，４４６．００ － － － －

廃棄物処理施設用地 ０ ０．００ ０ ０．００ － － － －

農 林 業 施 設 用 地 ０ ０．００ ０ ０．００ － － － －

山 土 採 取 １ １５，７０４．６６ １ １５，７０４．６６ － － － －

レ ジ ャ ー 用 地 ０ ０．００ ０ ０．００ － － － －

ゴ ル フ 用 地 ０ ０．００ ０ ０．００ － － － －

そ の 他 ６ ３１３，２２８．０９ ６ ３１３，２２８．０９ － － － －

計 １４ ７０５，８５６．５２ １４ ７０５，８５６．５２ － － － －
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 とくしま環境県民会議の事業

（全体事業）

�県民一人ひとりが、自らのライフスタイルを見直し、環境の保全に向けて主体的に取り組む契機とするため、

楽しく参加できるイベント「とくしま環境県民のつどい～クリーン＆グリーンフェア～」の開催

�県民の環境保全に関する意識の高揚を図るため、環境の保全及び創造のために顕著な功績のあった方や、環

境保全等に関する行事・活動の「表彰」

�ライフスタイルの見直しなどによる、温暖化防止の取組などの啓発・キャンペーンを重点的に実施

（部会事業）

�ストップ温暖化部会

徳島県と協働で策定した、「徳島県地球環境保全行動計画（ローカルアジェンダ）」の推進など、地球温暖化

防止やオゾン層保護への取り組み

�クリーン・リサイクル推進部会

循環型社会の構築を目指し、環境美化やごみ減量化・再生利用のための実践活動の推進、情報交換などの取

り組み

�グリーン購入推進部会

省資源・省エネルギー型のライフスタイルを確立する事を目指し、県民総ぐるみとなったグリーン購入運動

への取り組み

とくしま環境宣言

私たちの徳島県は、吉野川、剣山に代表される美しく豊かな自然に恵まれています。

清らかな水、さわやかな空気、良好な自然、うるおいと安らぎのある環境は、県民にとって、健康で文化

的な生活に欠かすことのできない貴重な財産です。

しかし、私たちが求めてきた便利で物が豊かな生活は、一方で大切な資源やエネルギーを大量に消費し、

この結果、本県の環境はもちろんのこと、地球の環境にまで影響を及ぼすようになっています。

私たちは、貴重な財産であるふるさと徳島の環境を、さらにかけがえのない地球の環境を、将来の世代に

引き継いでいかなければなりません。

そのためには、これまでの自らの生活や活動を少しでも環境への負荷の少ない循環を基本としたものに変

える必要があります。

ここに、私たちは、人と自然とが共生する住みやすい徳島づくりを目指し、それぞれの役割に応じて、一

人ひとりが積極的に取り組むことを宣言します。

１．一人ひとりが、環境を守り、育み、次の世代に引き継ぐ責任があることを自覚します。

２．家庭、学校、職場、地域で、みんなで協力して、環境にやさしい生活や活動に努めます。

３．いつまでも豊かで美しい自然と共生できるよう、知恵と工夫をこらし、環境の保全・創造に努めます。

４．限りある資源の有効利用に努め、エネルギーを大切にします。

５．環境美化やごみの減量化・リサイクルに努めます。

６．地球の環境を守るため、世界の人々とともに考え、地域から行動します。

２ 環 境 月 間

環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の構築に向けて、国民一人ひとりの環境保全に係る意識の

高揚を図るため、「見直そう今までの暮らし 考えようこれからの暮らし」をテーマに環境月間を設け、県民や事

業者、各種民間団体の協力のもと、さまざまな行動を行いました。

� 静電表示板による広報

県庁前の静電表示板を利用し、県民に環境月間についてのお知らせと環境保全活動への参加の呼びかけを行い

ました。
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 工場・事業場の立入検査

環境管理課、廃棄物対策課、保健環境センター・保健所及び市町村が協力して、県下の工場・事業場を対象に、

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動などに関する公害防止体制の整備状況や施設の設置状況、廃棄物の処理方法等

について、立入検査と指導を行いました。

� 環境美化推進図画

環境美化に対する意識の高揚を図るため小・中学生を対象に環境美化推進図画の募集を行いました。平成１３年

度には合わせて２９７点の応募があり、審査の結果、小学生の部では最優秀賞の堀江南小学校 賀川登志貴さんを

はじめ、優秀賞６名、佳作６名、また中学生の部では最優秀賞の板野中学校 西川みどりさんをはじめ優秀賞３

名、佳作６名が入選しました。

� 省資源・省エネルギー図画・ポスターコンクール

エネルギーの重要性、省エネルギーの必要性について、理解を深めてもらい、児童の「ものを大切にする心」

を育成することを目的に、省資源・省エネルギー図画・ポスターの募集を行いました。平成１３年度にはあわせて

４９６点の応募があり、審査の結果、児童の部では、最優秀賞の上浦小学校 島田千晶さんをはじめ、優秀賞５名、

入選３０名、佳作１５名、また、学校の部では、最優秀校賞の北島北小学校をはじめ、優秀校賞３校が入選しました。

� ごみゼロの日の設定と市町村における環境美化活動の実施

県では環境美化に対する意識を高めるため、５月３０日をごみゼロの日と位置づけており、関係機関や事業所に

清掃活動などを呼びかけるとともに、啓発ラジオスポット放送を実施し、広く県民に「ごみの減量化と環境美化」

を周知し意識の向上を図りました。

また、市町村においては、地域住民や民間団体の協力を得て、街路や公園、山林などの清掃活動や資源ごみの

再資源化、花木の植栽などの環境美化に関する活動が実施されました。

３ 環境に関するフェアの開催

平成１３年１０月６日から７日の２日間、アスティとくしまにおいて「２１世紀の暮らしと環境を考える～やってみよ

うグリーン購入、築こう循環型社会～」をテーマに、「とくしま環境県民のつどい～クリーン＆グリーンフェア～」

が開催されました。フェアにおいては、とくしま環境賞の表彰式や、記念講演、事業者・民間団体・県民による環

境保全活動が行われました。また、展示会場では、エコロジーカーなどの展示のほか、ＮＧＯ、事業者等の活動を

パネルやビデオ上映などにより紹介しました。

４ 瀬戸内海環境保全月間

瀬戸内海の環境保全思想の普及、意識の高揚を図るため沿岸府県市において昭和４８年度から毎年６月を環境保全

月間と定め、講習会の開催、広報用印刷物の作成配布等各種普及活動事業を実施しています。

本県における、平成１３年度瀬戸内海環境保全月間（６月１日～６月３０日）の実施状況は次のとおりです。

� 啓発用ポスターの配布・掲示

瀬戸内海環境保全協会作成の環境保全啓発用ポスターを各種団体、事業場等に配布・掲示しました。

 工場再点検

環境月間に合わせ、工場・事業場の立入検査を実施するとともに、瀬戸内海地域内の事業場、協定工場による

排水処理施設の整備状況等について自主点検の実施を推進しました。

� 海辺の教室

徳島県漁業協同組合連合会、地元漁業協同組合の協力を得て、見能林小学校（阿南市）の４～６年生１３５名を

対象に海辺の教室を開催しました。

５ 河川愛護思想の普及（水生生物による水質調査）

身近な河川の水質を知るとともに、河川の水質保全の必要性を認識してもらうこと及び水質環境の基礎的情報を

得ることを目的として国土交通省では昭和５９年度から、県では昭和６０年度から、徳島市では昭和６１年度から、小・
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中学生等一般市民の参加を得て水生生物による水質調査を実施しています。

平成１３年度は、河川愛護月間（７月１日～７月３１日）等において、国土交通省では県下の主要一級河川である吉

野川・那賀川や穴吹川で、県では県下の小・中学生等へ呼びかけ勝浦川等３８河川で調査が行われました。（表２―

１―７）

�表２―１―７ 水生生物調査実施状況

６ 自然環境保全の推進

� 自然保護思想の普及

自然保護は、県民ひとりひとりが自然に対する正しい理解と認識をもち、その保護・保全などの活動に取り組

むことが求められています。また、こうした活動が県下各地で積極的に展開されるためには、地域において活動

を牽引するリーダーの育成など県民協働を進めるための施策が望まれています。

そこで、県では、自然環境保全に対する県民意識の高揚を目的として、ボランティアによる参加を呼びかけて

自然環境協力員への登録を行い、研修会の開催や情報誌の発行などにより地域における自然保護活動や自然保護

思想の普及啓発を行っています。

また、身近な環境改善活動を、地域住民が主体となり事業者、行政の３者が一体となって行うグラウンドワー

クの普及を図るために、活動の核となる人材を育成する「環境ボランティアリーダー養成塾（徳島共生塾）」の

開催や、より専門的で高い知識を修得する「グラウンドワークトラスト構築事業」を実施しました。

 身近な自然環境の保全創出に向けた取り組み

自然との共生を県民が身近なところで感じ、ふるさとの多様な生きものを将来にわたって守り育てるために、

地域の多様な自然環境を活かしたビオトープ（生き物の棲み家）の保全創出を県民協働で進めることとして、そ

の基本的な考え方や進め方を「とくしまビオトープ・プラン」に取りまとめました。

７ 愛 鳥 週 間

愛鳥週間（毎年５月１０日から１６日まで）は、自然の中で野鳥に親しみ、自然を保護する心を広めるため設けられ

たものです。

県では、愛鳥週間中において、次のような多彩な行事を行っています。

� 愛鳥思想の普及啓発

� 出島野鳥公園の森づくりイベント

年 度 河 川 数 地 点 数 参加団体数 参 加 人 員

国 土 交 通 省

Ｈ６ ２ ５ ４２ ５３３

７ ２ ５ ３４ ４８１

８ ２ ５ ２８ ４０９

９ ２ ５ ２６ ４３６

１０ ２ ５ ２５ ３４８

１１ ２ ４ １５ ２１４

１２ ３ ６ ３０ ４６９

１３ ３ ６ ２８ ５８７

県

Ｈ６ ２８ ６９ ３３ １，２１７

７ ２１ ５９ ２２ ７４１

８ ２１ ７７ ３２ ９３２

９ ２３ ９４ ３５ ７８６

１０ ３４ １４２ ４４ １，４９９

１１ ４６ １４３ ４９ １，２７４

１２ ４１ １３７ ５４ １，５０７

１３ ３８ １２８ ６９ １，７１６
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出島野鳥園（那賀川町）での植樹、下草刈り 平成１３年５月１３日（参加者４３名）

� 探 鳥 会

出島野鳥園（那賀川町）及び城山（徳島市） 平成１３年５月１３日（参加者６４名）

� 平成１４年度用愛鳥週間ポスター原画募集

�応募数 ８９校 ５０１点 知事賞９点 入選２６点

� 平成１３年度愛鳥週間ポスター原画展

徳島市新町橋 阿波踊り会館２Ｆギャラリー

	 野鳥の違法捕獲等の取締り

各農林事務所ごとに警察、鳥獣保護員と合同で実施

８ 緑化運動の推進

� 緑化の推進

緑豊かで潤いのある森林・環境づくりを推進するため、「緑の募金」を中心として、緑化思想の高揚を図ると

ともに、公共施設などの緑化やボランティアによる森林の整備を推進する緑化運動を県民運動として展開してい

ます。

平成１３年度においては、県植樹祭の開催、緑のキャラバン隊の派遣等により普及啓発に努めるとともに、２５，９３６

千円の「緑の募金」を集め、ボランティアによる植樹、育林活動を行う県民参加の森づくり活動事業等を実施し

ました。

図２―１―５ 緑の募金の推移

図２―１―６ 平成１３年度緑の募金の使途
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 緑の少年隊の育成

緑を守り育てる豊かな心を持った青少年の育成を目的として、緑の少年隊が６３隊結成されており、約１，９００人

の隊員が学習活動、レクリエーション活動、奉仕活動を活発に行っています。

平成１３年度においては、緑の少年隊の活動を支援するとともに、緑の少年隊相互の連携を深めるため、神山森

林公園において交流集会を開催しました。

図２―１―７ 緑の少年隊の推移

９ 環境学習・環境教育の推進

環境保全に対する県民意識を高め、環境保全活動への参加を促していくためには、長期的な視野に立った環境学

習や環境教育の推進が必要です。このため、平成１３年度においては次の施策を実施しました。

� 環境教育推進事業

小・中学校、高等学校の児童・生徒が環境やエネルギーについての理解を深め、環境を大切にする心を育成す

るとともに、環境の保全やよりよい環境の創造のために主体的に行動する実践的な態度や資質、能力を育成する

ため、県教育委員会では各種の基金の運用益を利用して、環境教育推進の研究委託事業を行っています。

研究指定校においては、環境教育推進研究会を設置して、環境教育の実践・充実に努めています。

平成１３年度は、研究指定校として次の１３の小・中学校、高等学校が指定を受けています。

�表２－１－１０ 環境教育推進事業研究指定校（平成１３年度）

基 金 の 種 類 市町村教育委員会 校 種 学 校 名

地 域 環 境 保 全 基 金
（循環型社会推進課所管）

穴 吹 町 中 三 島 中 学 校

神 山 町 小 広 野 小 学 校

うるおいのある水辺づくり基金
（河 川 課 所 管）

鳴 門 市 中 北 灘 中 学 校

脇 町 小 江 原 東 小 学 校

緑 の 基 金
（都 市 計 画 課 所 管）

徳 島 市 小 上 八 万 小 学 校

鳴 門 市 小 桑 島 小 学 校

阿 南 市 中 伊 島 中 学 校

阿 南 市 小 大 野 小 学 校

那 賀 川 町 小 今 津 小 学 校

由 岐 町 小 伊 座 利 小 学 校

半 田 町 中 八 千 代 中 学 校

穴 吹 町 小 初 草 小 学 校

（県教育委員会） 高 貞 光 工 業 高 等 学 校
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 地球にやさしい環境教育推進事業

ア 自然体験型環境教育事業

児童・生徒が、豊かな自然体験活動の中から問題を発見し、環境問題に関心を持ち、環境を保全しようとす

る実践的な態度を育成する環境教育・環境学習の基盤整備を進めるため、県教育委員会では、研究委託事業を

行っています。

研究指定校においては、自然体験型環境教育推進研究会を設置し、調査・研究等を行い、その成果をとりま

とめる。また、とりまとめた成果を県内の各学校に周知することにより、学校における環境教育の充実を図る

とともに、広く県民に対しての広報に努めています。

平成１３年度は、次の６校が指定を受けています。

�表２―１―１１ 自然体験型環境教育研究指定校（平成１３年度）

イ 環境教育講座の開催

環境教育の充実に向けて、教員の指導力の向上を図るため、県教育委員会では平成５年度から、環境教育講

座を開催し、実践事例の発表や環境教育の内容についての研修などを実施しています。

平成１３年度は、「学校で実践できる環境教育」の講演と各学校の事例発表の後、小学校部会、中学校部会及

び高等学校部会の３部会に分かれて、それぞれ研究協議、観察・実験を伴う研修などが行われました。

� 生涯学習基本構想の策定

平成５年度に策定された生涯学習基本構想には環境学習の推進の項が設けられており、その中で、環境問題の

解決のためには、今一人ひとりが「地球規模で考え、足元から行動する」（Think Globally，Act Locally）ことが

求められているということを明らかにするとともに、環境倫理の確立、環境学習の推進、推進体制の整備の３つ

の項目にわたる環境学習の推進方策を示しています。

� 徳島こども環境探検隊推進事業

環境省が進める「こどもエコクラブ」事業を推進するとともに、これを本県独自に充実・発展させた「徳島こ

ども環境探検隊」として以下の事業を実施しました。

� 樹木の大気浄化能力度チェック

樹木が炭酸同化に伴って空気中の二酸化炭素だけでなく大気中の汚染物質を吸着する作用に着目し、簡易蒸散

測定実験や気孔観察、樹種別の蒸散スピード競争等をとおして、樹木の持つ大気浄化能力を広く知ってもらい、

市町村教育委員会 学 校 名 市町村教育委員会 学 校 名

徳 島 市 川 内 北 小 学 校 山 城 町 河 内 小 学 校

阿 南 市 長 生 小 学 校 勝 浦 町 勝 浦 中 学 校

牟 岐 町 河 内 小 学 校 吉 野 町 吉 野 中 学 校

事 業 名 事 業 内 容 実 施 日 実 施 場 所

エコアクション発表会
各隊独自に展開している環境活動の発表・展示会を
開催した。

Ｈ１３．１０．６
～７

アスティとくしま

エコトレーニング
「徳島こども環境探検の旅」を実施し、海中ウォッ
チングや体験ダイビング、海中スケッチ等を行うこと
により、自然環境保全に関する学習の機会を提供した。

Ｈ１３．７．２３
～２４

牟 岐 町

サポーターズ研修会
各隊の指導者であるサポーターを対象とした研修会
を実施した。
（徳島こども環境探検の旅の中で実施）

Ｈ１３．７．２３ 牟岐少年自然の家
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環境保全意識の向上を図るために小学生・中学生・高校生を対象に毎年行っている事業です。

平成１３年度は、４小学校、２中学校から計６１人の参加がありました。

� スターウォッチング

大気保全への関心は年々高くなっていますが、大気の状態は普段目で見て確かめることが難しいものです。ス

ターウォッチングとは、星をカウントする、という身近な方法で、多くの方々に住んでいる地域の大気の状態を

知ってもらい、大気保全への意識を高めてもらうため、昭和６３年度から各団体の協力を得て実施している事業で

す。

平成１３年度は、５団体から計２０９人の参加がありました。

� 佐那河内いきものふれあいの里での普及行事

大川原地域の豊かな自然環境を利用して、動植物の観察や様々な自然体験の機会を県民に提供し、このことを

通じて自然への理解を深め、自然保護思想の普及を図ることを目的とする施設です。センターゾーンのネイチャ

ーセンターには、植物、野鳥、小動物をそれぞれ専門とする自然観察指導員が常駐し、施設の案内や各種の自然

観察会を開催しています。

�表２―１―１２ 自然観察会参加者数（平成１３年度）

開催日（曜日） 観 察 会（テーマ） 参加人数

４．２２� 渡ってきた夏鳥たち（定例探鳥会） １４

４．２９� カタクリなど早春の花の観察会（春の植物観察会） ３８

５．４� サワガニについて調べよう（小動物の観察会） ２０

５．６� スミレなど初夏の植物の観察会（ツツジと野草の観察会） １４

５．２０� サンコウチョウを見に行こう（定例探鳥会） ２１

５．２７� 春の昆虫について調べよう（昆虫観察会） ２４

６．３� ヤマセミを探してみよう（定例探鳥会） １１

６．１０� ハンミョウについて調べてみよう（昆虫の観察会） ２１

６．２４� 木イチゴのなかまなどの観察会（夏の植物観察会） ９

７．１� 渓流の鳥たち（定例探鳥会） １４

７．１５� 観察方法を勉強し林のようすを調べてみよう（植物観察の方法を学ぼう） １２

７．２２� 山に棲むネズミについて調べてみよう（小動物の観察会） １６

８．１２� 林緑と林床の植物のちがいを調べてみよう（真夏の植物観察会） ８

８．１９� 小鳥の巣箱を作ってみよう（定例探鳥会） １９

９．２� 長距離移動する昆虫について（昆虫の観察会） １９

９．１６� シギとチドリのビデオ撮影（定例探鳥会） ４

９．３０� キノコについての解説と実地での観察会（キノコと野草の観察会） １０

１０．７� タカの渡り観察会（定例探鳥会） ２３

１０．１４� シソ科の植物を中心とした観察会（秋の植物観察会） ５

１０．２１� 自然歩道の観察会（四国の道を歩いてみよう） ２１

１１．４� 紅葉と落ち葉の観察会（紅・黄葉する植物と葉の観察会） ７

１１．６� 秋の自然観察会 ５

１１．１８� 園瀬川の魚を調べてみよう（小動物の観察会） ２

１１．２５� アオシギを探してみよう（定例探鳥会） ５

１２．２� スライド上映会とオオコノハズクの巣箱掛け（定例探鳥会） １６
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１０ 地球環境保全対策事業

環境保全活動に関する側面的な支援や、環境保全に関する普及啓発を図るために、本県では平成２年３月、徳島

県地域環境保全基金を設置し、その運用益を用いて地域環境保全対策事業を実施してきました。なお、平成１４年３

月、超低金利時代に基金の有効活用を図る観点から、基金元本の取り崩しも含め事業展開を図るため、環境関連の

類似した基金である地域環境保全基金、うるおいのある水辺づくり基金、みどりの基金を統合し、環境創造基金を

設置しました。

� 基盤整備事業

環境保全に関する資料や物品を整え、県民や環境民間団体のみなさんの活動をサポートする徳島県環境ライブ

ラリーを整備・運営しています。

 知識普及事業

環境教育の推進を図るためにモデル校を選定するとともに、環境教育のための諸施策の実施を図りました。（２

校指定）

� 環境保全活動支援事業

環境民間団体等が行う講演会等に講師を派遣するなどにより、地域環境保全活動を支援しています。

開催日（曜日） 観 察 会（テーマ） 参加人数

１２．９� クリスマス用リース作り教室 １８

１２．１６� 樹皮と果実の観察会（木や草の実の観察会） ７

１２．２３� 動物のフィールドサインを探してみよう（ほ乳動物の観察会） ７

１．６� 冬芽を中心とした観察会（冬の樹木の観察会） １７

１．１４� 「赤い小鳥」たち（定例探鳥会） １６

１．２０� 水中のいきものについて調べてみよう（小動物の観察会） ２２

２．１０� 冬のタカ類を見に行こう（定例探鳥会） ２６

２．１７� 雪のうえの足跡を追ってみよう（ほ乳動物の観察会） ２１

３．３� イワヒバリを見に行こう（定例探鳥会） ７

３．１７� 冬眠から目覚めたいきものを探してみよう（小動物の観察会） ２５

合 計 ３５ 回 ５２４
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